
 館林地区消防組合消防団条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和８年３月２７日 

  

館林地区消防組合         

管理者 多 田 善 宏     

館林地区消防組合条例第６号 

 

館林地区消防組合消防団条例の一部を改正する条例 

 

 館林地区消防組合消防団条例（昭和４７年館林地区消防組合条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

 第１２条第１項中「館林市職員等の旅費に関する条例（昭和３１年館林市条例第４号）」

を「館林市職員等の旅費に関する条例（令和７年館林市条例第２８号）」に改め、同条

第２項を削る。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 


